
一
頁

○
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
五
五
号

社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
百
六
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
社
会
福
祉
法
に
基

づ
く
市
町
村
に
お
け
る
包
括
的
な
支
援
体
制
の
整
備
に
関
す
る
指
針
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か

ら
適
用
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
表
す
る
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
十
二
日

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信

社
会
福
祉
法
に
基
づ
く
市
町
村
に
お
け
る
包
括
的
な
支
援
体
制
の
整
備
に
関
す
る
指
針

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
強
化
の
た
め
の
介
護
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
五

十
二
号
）
に
よ
り
、
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
の
一
部
が
改
正
さ

れ
、
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
地
域
住
民
、
社
会
福
祉
を
目
的
と
す
る
事
業
を
経
営
す
る
者
及

び
社
会
福
祉
に
関
す
る
活
動
を
行
う
者
（
以
下
「
地
域
住
民
等
」
と
い
う
。
）
並
び
に
地
域
生
活
課
題
の
解
決
に
資
す

る
支
援
を
行
う
関
係
機
関
（
以
下
「
支
援
関
係
機
関
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
地
域
福
祉
の
推
進
の
た
め
の
相
互
の
協
力

が
円
滑
に
行
わ
れ
、
地
域
生
活
課
題
の
解
決
に
資
す
る
支
援
が
包
括
的
に
提
供
さ
れ
る
体
制
を
整
備
す
る
よ
う
努
め
る

も
の
と
さ
れ
た
。
具
体
的
に
は
、
市
町
村
は
、
法
第
百
六
条
の
三
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
の
実
施
を
通
じ
、
包
括

的
な
支
援
体
制
の
整
備
を
推
進
す
る
こ
と
と
な
る
が
、
本
指
針
は
、
そ
の
適
切
か
つ
有
効
な
実
施
を
図
る
た
め
、
事
業

内
容
、
留
意
点
等
を
示
す
も
の
で
あ
る
。



二
頁

法
第
百
六
条
の
三
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
、
と
り
わ
け
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
業
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
も

様
々
な
取
組
が
実
施
さ
れ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
当
該
既
存
の
取
組
も
含
め
た
そ
れ
ぞ
れ
の
取
組
に
つ
い
て
、
い

わ
ば
「
点
」
と
し
て
個
々
に
実
施
す
る
の
で
は
な
く
、
い
わ
ば
「
面
」
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
を
連
携
さ
せ
て
実
施
し
て
い

く
必
要
が
あ
る
こ
と
に
留
意
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
第
一
か
ら
第
三
ま
で
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
地
域
に
お
い
て
必
要
と

な
る
機
能
・
取
組
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
同
一
の
機
関
が
担
う
こ
と
も
あ
れ
ば
、
別
々
の
機
関
が
担
う
こ
と

も
あ
る
な
ど
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
様
々
な
方
法
が
考
え
ら
れ
る
。
市
町
村
に
お
け
る
包
括
的
な
支
援
体
制
の
整
備

に
つ
い
て
は
、
地
域
の
関
係
者
が
話
し
合
い
、
共
通
認
識
を
持
ち
な
が
ら
計
画
的
に
推
進
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ

る
が
、
そ
の
際
、
市
町
村
地
域
福
祉
計
画
の
策
定
過
程
を
活
用
す
る
こ
と
も
有
効
な
方
策
の
一
つ
で
あ
る
。

第
一

地
域
福
祉
に
関
す
る
活
動
へ
の
地
域
住
民
の
参
加
を
促
す
活
動
を
行
う
者
に
対
す
る
支
援
、
地
域
住
民
等
が
相

互
に
交
流
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
拠
点
の
整
備
、
地
域
住
民
等
に
対
す
る
研
修
の
実
施
そ
の
他
の
地
域
住
民
等
が
地

域
福
祉
を
推
進
す
る
た
め
に
必
要
な
環
境
の
整
備
に
関
す
る
事
業

一

事
業
内
容

市
町
村
は
、
「
住
民
に
身
近
な
圏
域
」
に
お
い
て
、
地
域
住
民
等
が
主
体
的
に
地
域
生
活
課
題
を
把
握
し
て
解

決
を
試
み
る
こ
と
が
で
き
る
環
境
を
整
備
す
る
た
め
、
次
の
取
組
等
を
実
施
す
る
。

１

地
域
福
祉
に
関
す
る
活
動
へ
の
地
域
住
民
の
参
加
を
促
す
活
動
を
行
う
者
に
対
す
る
支
援

地
域
住
民
が
地
域
生
活
課
題
を
自
ら
の
課
題
と
し
て
主
体
的
に
捉
え
、
解
決
を
試
み
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う



三
頁

、
地
域
住
民
、
地
縁
組
織
そ
の
他
地
域
づ
く
り
に
取
り
組
む
組
織
等
の
地
域
の
関
係
者
に
対
し
て
、
必
要
な
働

き
か
け
や
支
援
を
行
う
者
の
活
動
の
支
援
を
行
う
。

２

地
域
住
民
等
が
相
互
に
交
流
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
拠
点
の
整
備

地
域
生
活
課
題
を
早
期
に
発
見
し
、
適
切
な
対
応
を
行
う
た
め
、
地
域
住
民
等
が
気
軽
に
交
流
を
図
る
こ
と

が
で
き
る
場
や
、
地
域
住
民
と
社
会
福
祉
分
野
等
の
専
門
職
が
話
し
合
う
場
と
も
な
る
地
域
住
民
の
活
動
拠
点

の
整
備
を
支
援
す
る
。

３

地
域
住
民
等
に
対
す
る
研
修
の
実
施

地
域
生
活
課
題
に
関
す
る
学
習
会
の
実
施
等
を
通
じ
、
地
域
住
民
等
の
地
域
福
祉
に
関
す
る
活
動
に
対
す
る

関
心
の
向
上
及
び
当
該
活
動
へ
の
参
加
を
促
す
と
と
も
に
、
当
該
活
動
を
更
に
活
性
化
さ
せ
る
。

二

留
意
点

一
の
「
住
民
に
身
近
な
圏
域
」
と
は
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
異
な
る
と
考
え
ら
れ
、
地
域
で
協
議
し
て
決
め

て
い
く
過
程
が
必
要
で
あ
る
。
例
え
ば
、
小
学
校
区
域
、
合
併
や
統
廃
合
で
小
学
校
区
域
が
大
き
く
な
っ
て
い
る

地
域
で
は
自
治
会
単
位
な
ど
、
地
域
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
く
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
地
域
の
課
題
を
地
域
で
解
決
し
て
い
く
た
め
に
は
、
そ
の
た
め
の
財
源
に
つ
い
て
も
考
え
る
必
要
が
あ

り
、
地
域
づ
く
り
に
資
す
る
事
業
を
一
体
的
に
実
施
す
る
な
ど
各
分
野
の
補
助
金
等
を
柔
軟
に
活
用
し
て
い
く
こ

と
や
、
共
同
募
金
に
よ
る
テ
ー
マ
型
募
金
、
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
イ
ン
パ
ク
ト
・
ボ
ン



四
頁

ド
等
を
取
り
入
れ
て
い
く
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

第
二

地
域
住
民
等
が
自
ら
他
の
地
域
住
民
が
抱
え
る
地
域
生
活
課
題
に
関
す
る
相
談
に
応
じ
、
必
要
な
情
報
の
提
供

及
び
助
言
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
て
、
支
援
関
係
機
関
に
対
し
、
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
体
制
の
整
備
に
関

す
る
事
業

一

事
業
内
容

市
町
村
は
、
地
域
活
動
を
通
し
て
把
握
さ
れ
た
地
域
住
民
が
抱
え
る
地
域
生
活
課
題
に
関
す
る
相
談
に
つ
い
て

、
包
括
的
に
受
け
止
め
、
情
報
提
供
や
助
言
を
行
う
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
て
支
援
関
係
機
関
に
つ
な
ぐ
こ
と

の
で
き
る
体
制
を
整
備
す
る
た
め
、
次
の
取
組
を
実
施
す
る
。

１

地
域
住
民
の
相
談
を
包
括
的
に
受
け
止
め
る
場
の
整
備

「
住
民
に
身
近
な
圏
域
」
に
お
い
て
、
地
域
住
民
の
相
談
を
包
括
的
に
受
け
止
め
る
場
を
整
備
す
る
。
地
域

住
民
の
相
談
を
包
括
的
に
受
け
止
め
る
場
に
つ
い
て
は
、
地
域
住
民
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、
市
町
村
社
会
福
祉
協

議
会
の
地
区
担
当
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
、
障
害
者
の
相
談
支
援
事
業
所
、
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
、
利

用
者
支
援
事
業
（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
五
号
）
第
五
十
九
条
第
一
号
に
規

定
す
る
事
業
を
い
う
。
）
の
実
施
事
業
所
等
の
福
祉
各
制
度
に
基
づ
く
相
談
支
援
機
関
、
社
会
福
祉
法
人
、
Ｎ

Ｐ
Ｏ
等
が
担
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
が
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
協
議
し
、
適
切
に
設
置
す
る
必
要
が
あ
る
。

２

地
域
住
民
の
相
談
を
包
括
的
に
受
け
止
め
る
場
の
周
知



五
頁

「
住
民
に
身
近
な
圏
域
」
に
お
い
て
地
域
住
民
の
相
談
を
包
括
的
に
受
け
止
め
る
場
の
名
称
、
所
在
地
、
担

い
手
、
役
割
等
を
明
確
に
す
る
と
と
も
に
、
地
域
住
民
等
に
広
く
周
知
す
る
。

３

地
域
の
関
係
者
等
と
の
連
携
に
よ
る
地
域
生
活
課
題
の
早
期
把
握

民
生
委
員
・
児
童
委
員
、
保
護
司
等
の
地
域
の
関
係
者
、
関
係
機
関
等
と
連
携
し
、
地
域
生
活
課
題
を
抱
え

な
が
ら
も
相
談
に
来
ら
れ
な
い
者
や
自
ら
支
援
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
に
つ
い
て
、
地
域
住
民
の
相
談

を
包
括
的
に
受
け
止
め
る
場
が
把
握
で
き
る
体
制
を
整
備
す
る
。

４

地
域
住
民
の
相
談
を
包
括
的
に
受
け
止
め
る
場
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
体
制
の
構
築

「
住
民
に
身
近
な
圏
域
」
に
お
い
て
地
域
住
民
の
相
談
を
包
括
的
に
受
け
止
め
る
場
の
み
で
は
解
決
が
難
し

い
地
域
生
活
課
題
に
つ
い
て
は
、
法
第
百
六
条
の
三
第
一
項
第
三
号
の
支
援
体
制
と
連
携
・
協
働
し
、
適
切
な

支
援
関
係
機
関
に
つ
な
ぐ
こ
と
に
よ
り
、
課
題
解
決
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
体
制
を
整
備
す
る
。

二

留
意
点

一
の
「
住
民
に
身
近
な
圏
域
」
に
つ
い
て
は
、
第
一
の
二
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

ま
た
、
「
住
民
に
身
近
な
圏
域
」
に
お
い
て
地
域
住
民
の
相
談
を
包
括
的
に
受
け
止
め
る
場
の
運
営
を
地
域
住

民
が
担
う
場
合
に
は
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
に
よ
る
支
援
が
受
け
ら
れ
る
体
制
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
り
、
地

域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
等
の
支
援
関
係
機
関
が
対
象
者
を
限
定
せ
ず
、
地
域
住
民
の
相
談
を
包
括
的
に
受
け
止
め

る
場
を
担
う
場
合
に
は
、
自
ら
の
専
門
分
野
に
偏
る
こ
と
な
く
横
断
的
に
相
談
を
受
け
止
め
る
こ
と
や
、
相
談
者



六
頁

が
抱
え
る
課
題
だ
け
で
な
く
、
そ
の
者
の
属
す
る
世
帯
全
体
の
抱
え
る
課
題
や
近
隣
住
民
と
の
関
係
等
そ
の
世
帯

全
体
を
取
り
巻
く
環
境
も
含
め
て
課
題
を
捉
え
る
こ
と
等
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

な
お
、
地
域
住
民
の
相
談
を
包
括
的
に
受
け
止
め
る
場
の
整
備
を
進
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
分
野
を
超
え
た
課

題
に
対
応
す
る
た
め
、
地
域
づ
く
り
に
資
す
る
事
業
を
一
体
的
に
実
施
す
る
な
ど
各
分
野
の
補
助
金
等
の
柔
軟
な

活
用
も
有
効
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

第
三

生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
生
活
困
窮
者
自
立
相
談
支
援
事
業
を
行
う
者
そ
の
他
の

支
援
関
係
機
関
が
、
地
域
生
活
課
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、
相
互
の
有
機
的
な
連
携
の
下
、
そ
の
解
決
に
資
す
る

支
援
を
一
体
的
か
つ
計
画
的
に
行
う
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
業

一

事
業
内
容

市
町
村
は
、
「
住
民
に
身
近
な
圏
域
」
に
お
い
て
地
域
住
民
の
相
談
を
包
括
的
に
受
け
止
め
る
場
等
で
は
対
応

が
難
し
い
複
合
的
で
複
雑
な
課
題
、
制
度
の
狭
間
に
あ
る
課
題
等
を
受
け
止
め
る
相
談
体
制
を
整
備
す
る
た
め
、

次
の
取
組
を
実
施
す
る
。

１

支
援
関
係
機
関
に
よ
る
チ
ー
ム
支
援

複
合
的
で
複
雑
な
課
題
の
解
決
の
た
め
に
は
、
専
門
的
・
包
括
的
な
支
援
が
必
要
で
あ
り
、
市
町
村
域
に
お

け
る
支
援
関
係
機
関
等
で
支
援
チ
ー
ム
を
編
成
し
、
協
働
し
て
支
援
す
る
。
そ
の
際
、
協
働
の
中
核
を
担
う
機

能
が
必
要
で
あ
り
、
例
え
ば
、
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
制
度
に
お
け
る
自
立
相
談
支
援
機
関
や
地
域
包
括
支
援



七
頁

セ
ン
タ
ー
、
基
幹
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
、
社
会
福
祉
協
議
会
、
社
会
福
祉
法
人
、
医
療
法
人
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
、
行
政

等
の
様
々
な
機
関
が
担
う
こ
と
が
あ
り
得
る
が
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
協
議
し
、
適
切
な
機
関
が
担
う
こ
と

が
求
め
ら
れ
る
。

２

支
援
に
関
す
る
協
議
及
び
検
討
の
場

支
援
関
係
機
関
で
構
成
さ
れ
る
支
援
チ
ー
ム
に
よ
る
個
別
事
案
の
検
討
の
場
等
に
つ
い
て
は
、
既
存
の
場
の

機
能
の
拡
充
や
、
協
働
の
中
核
を
担
う
機
関
の
職
員
が
既
存
の
場
に
出
向
い
て
参
加
す
る
方
法
の
ほ
か
、
新
た

な
場
を
設
け
る
方
法
も
考
え
ら
れ
る
。

３

支
援
を
必
要
と
す
る
者
の
早
期
把
握

「
住
民
に
身
近
な
圏
域
」
に
お
い
て
地
域
住
民
の
相
談
を
包
括
的
に
受
け
止
め
る
場
や
、
民
生
委
員
・
児
童

委
員
、
保
護
司
等
の
地
域
の
関
係
者
、
関
係
機
関
等
と
連
携
し
、
複
合
的
で
複
雑
な
課
題
を
抱
え
、
必
要
な
支

援
に
つ
な
が
っ
て
い
な
い
者
を
早
期
に
把
握
で
き
る
体
制
を
構
築
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

４

地
域
住
民
等
と
の
連
携

複
合
的
で
複
雑
な
課
題
を
抱
え
た
者
へ
の
支
援
に
当
た
っ
て
は
、
公
的
制
度
に
よ
る
専
門
的
な
支
援
の
み
な

ら
ず
、
地
域
住
民
相
互
の
支
え
合
い
も
重
要
で
あ
り
、
地
域
住
民
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
等
と
の
連
携
・
協
働
も
求

め
ら
れ
る
。

二

留
意
点



八
頁

誰
も
が
役
割
を
持
ち
、
活
躍
で
き
る
地
域
共
生
社
会
の
実
現
に
向
け
て
は
、
こ
れ
ま
で
「
支
え
ら
れ
る
側
」
で

あ
っ
た
人
が
、
「
支
え
る
側
」
に
も
変
化
し
、
年
齢
や
属
性
、
状
態
像
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
人
ら
し
く
生
活
で

き
る
地
域
を
つ
く
っ
て
い
く
視
点
が
重
要
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
、
福
祉
分
野
と
福
祉
以
外
の
分
野
と
の
協
働

を
通
じ
た
、
働
く
場
や
参
加
す
る
場
の
創
造
に
向
け
た
取
組
が
求
め
ら
れ
る
。

ま
た
、
支
援
関
係
機
関
等
の
協
働
に
よ
る
支
援
体
制
の
整
備
を
進
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
分
野
を
超
え
た
課
題

に
対
応
す
る
た
め
、
地
域
づ
く
り
に
資
す
る
事
業
を
一
体
的
に
実
施
す
る
な
ど
各
分
野
の
補
助
金
等
の
柔
軟
な
活

用
も
有
効
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

第
四

市
町
村
に
お
け
る
包
括
的
な
支
援
体
制
の
整
備
に
対
す
る
都
道
府
県
の
支
援

都
道
府
県
は
、
単
独
の
市
町
村
で
は
解
決
が
難
し
く
専
門
的
な
支
援
を
必
要
と
す
る
、
医
療
的
ケ
ア
を
要
す
る

状
態
に
あ
る
児
童
及
び
難
病
・
が
ん
患
者
や
、
身
近
な
地
域
で
は
当
事
者
が
声
を
上
げ
に
く
く
、
特
段
の
配
慮
が

必
要
と
な
る
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
を
受
け
た
者
、
刑
務
所
出
所
者
等
に
対
す
る
支
援
体
制
を
市
町
村
と
連
携
し
て

構
築
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

ま
た
、
都
道
府
県
域
で
推
進
し
て
い
く
独
自
施
策
の
企
画
・
立
案
や
、
市
町
村
間
の
情
報
共
有
の
場
づ
く
り
、

市
町
村
へ
の
技
術
的
助
言
等
の
役
割
を
果
た
し
て
い
く
こ
と
も
期
待
さ
れ
る
。


